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第１６回（令和８年度）ポスト新長期規制適合車導入に係る  

   近代化基金融資申込公募（推薦）要綱  

 

 近代化基金運営要領３－④の規定に基づき、第 16 回（令和 8 年度）ポスト新長期規制

適合車導入に係る近代化基金融資を次のとおり公募（推薦）する。  

 

１．融  資  枠  

  ２５億円  

 

２．公募期間  

令和８年４月１日（水）から令和９年１月２５日（月）まで。       

但し、土・日曜日及び祝日、年末年始を除く。  

 

(注 ) ①期間内であっても融資推薦申込額が融資枠を上廻った時点で公募を打ち切  

るものとする。  

         ②郵送による申込は、公募受付期間内の消印のあるものに限る。  

      但し、公募受付期間内に締切った場合は、締切日までの消印のあるものに  

      限る。  

 

３．融資対象者  

近代化基金による融資対象者は、次の者とする。  

 

  １ ）  個別企業  

貨物自動車運送事業法の許可を受けた愛知県内に本社を有する貨物自動車運  

送事業者で、以下の条件をすべて満たしている個別企業。  

①愛ト協の会員となり、６ヶ月以上経過していること。  

②申込みの直近までの会費が完納されていること。  

③社会保険等に全員加入していること。  

 

４．融資対象物  

  １ ）  ポスト新長期規制適合車の新車購入に要する資金  

 

※「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示」（平

成 20 年 3 月 25 日国土交通省告示第 348 号）による改正後の「道路運送車両の

保安基準の細目を定める告示」（平成 14 年７月 15 日国土交通省告示第 619 号）

に定める排出基準値に適合する事業用貨物自動車  （ポスト新長期規制適合車）

を購入するものをいう。【対象となる購入車両については別表１参照。】  
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５．融資条件  

  １ ）  融資限度額  

融資限度額は、８千万円とする。  

※この制度については、返済残額の有無は問わない。  

※申込みについては２回を限度とする。  

 

  ２ ）  融資の利率  

この制度による借入金に対する利率は、商工中金の所定の利率による。  

                                                                              

 ３ ）  償還期間及び据置期間  

対   象   物  償  還  期  間  据  置  期  間  

車  両  等      ５ 年 以 内       
償還期間のうち  

６ヶ月以内  

 

  ４ ）  担保及び保証人  

この融資を受ける者は、商工中金の定める担保及び保証人を必要とする。  

また、当協会において債務保証は行わないものとする。   

 

  ５ ）  購入代金の支払方法  

 この融資を受ける者は、商工中金に預金口座を設け、かつ当該口座から設備  

代金を販売主に直接 (手形・小切手の支払いは不可 )振込むこと。  

また、以下の場合を除き融資の分割実行は認めない。  

 

※融資の分割実行が認められる例  

 ①販売主毎に支払いを要する場合  

   ②複数の車両を購入し、販売会社に対して納車１台毎に支払う場合  

 

６．貸出利率      ２．８０％    （令和８年３月１０日現在）  

利子補給率   １．０％   (愛ト協：０．５％、全ト協：０．５％ ) 

実質負担率（事業者等）     １．８０％  

※貸出利率は、商工中金の長期プライムレートに連動するため、今後の経済情勢により

変動する。  

※ 毎 年 ２ 月 及 び ８ 月 発 表 の 商 工 中 金 の 長 期 プ ラ イ ム レ ー ト に ３ 分 の １ を 乗

じ た 利 率 （ ％ の 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 ） を 上 期 推 薦 分 （ ４ 月 ～ ９ 月 ）

と 下 期 推 薦 分 （ 1 0 月 ～ 翌 年 ３ 月 迄 ） ） の 利 子 補 給 率 と す る 。  

 

７．取扱金融機関  

商工組合中央金庫（名古屋支店・熱田支店・豊橋支店）及びその代理店  

                  （信用組合愛知商銀・愛知県中央信用組合・豊橋商工信用組合）   
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８．申込方法  

１ ) 申込方法  

融資推薦申込書（様式１号、２号、３号、４号）に下記の書類を添付し、協会  

事務局へ１部提出するものとする。  

添付書類  

①見積書  

※融資対象外となるもの  

      自動車関係諸税（消費税を除く）及び諸費用  

   融資推薦決定通知前に支払った費用  

      融資推薦決定通知前後に関わらず、自己資金で支払った費用  

      令和８年３月３１日以前に登録した車両  

 

２ ）  申込用紙の配付方法  

愛ト協ウェブサイトからダウンロード  

   URL    https://ssl.aitokyo.jp/member/josei-yusi/yusi/ 

 

９．審査及び推薦決定の流れ  

１ ）  受  付  

申込みの受付については、原則毎月末日締めとする。  

※末日が土・日曜日及び祝日の場合はその前日までとする。  

 

２ ）  承  認  

申込みのあった事業者については、総務委員会の承認を得た者を推薦する。  

 

３ ）  決  定  

推薦を決定したときは、融資推薦適否決定通知書で申込み事業者に通知する。  

 

10．遵守事項  

  １ ）  遵守事項  

融資推薦申込書に記載の事業計画通り、当該年度内に事業を完了すること。  

 

  ２ ）  設備完成後の手続き  

車両購入後、速やかに設備完成報告書（愛ト協から郵送する融資推薦適否決定  

通知書に同封）により報告すること。  

なお、本制度を利用して購入した車両の車検証は、所有者・使用者とも推薦融  

資申込事業者の名義にする必要がある。（電子化されていない自動車検査証にあっ

ては自動車検査証（写）、電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録

事項を提出）  
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  ３ ）  事業計画の変更  

推薦後、事業計画に変更が生じた場合は、事業計画変更届の提出が必要となる  

       ので、愛ト協事務局へ申し出ること。推薦金額の変更が伴う場合、当初推薦決定  

金額を上回る変更はできない。（この場合、当該推薦融資を取り下げ、再度新た  

に推薦融資の申込みをする必要がある。）  

※申し出が必要な事業計画の変更  

        推薦金額（借入金額）／車両の価格／車両の種類／車両の型式／購入  

台数／償還期間など  

 

  ４ ）  商工中金との取引資格  

本制度を利用するにあたっては、次のいずれかに該当する商工中金との貸出取  

引資格を具備しなければならない。  

①商工中金に対し出資している協同組合等の団体又はその構成員であること。  

②商工中金の代理店となっている信用組合の構成員であること。  

        ※この場合、当該信用組合を通じてのみ代理貸付が受けられる。  

③上記の①②に該当しない事業者は、商工中金が取り扱う愛知火災共済に出資  

していること。  

 

11．問い合わせ先  

 一般社団法人  愛知県トラック協会  財務部  財務課  

         ☎  ０５２－７４６－４８６２  （ダイヤルイン）  

 


